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(57)【要約】
【課題】支持体上に不溶解物が析出して汚れが発生する
のを抑制する。
【解決手段】混合タンク１５の中にホッパ１３及び添加
剤タンク１２、溶剤タンク１１からセルロースアシレー
ト、添加剤、溶剤を適宜適量送る。溶剤はそのｐＨがド
ープ２０の濃度がアルカリ性となるように水酸化ナトリ
ウム水溶液で調節されている。加熱装置２２により混合
液１７を加熱してドープ２０とした後、濾過器２４に送
り、表面に酸性の官能基を持つ多孔質の濾材に通過させ
る。ドープ２０中のＣａ２＋やＭｇ２＋を含むアルカリ
土類金属イオンが濾材の表面に引き付けられ、捕捉され
る。ドープ２０中ではＣａ２＋やＭｇ２＋等のアルカリ
土類金属イオンとＣＯＯ－　とが反応し粗大な金属塩が
生成する。第１濾過装置２６でドープ２０を濾過し金属
塩を捕捉する。不溶解物を除去した高純度のドープ２０
を用いることでフィルム製造設備３５では支持体表面の
汚れの発生が抑制される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロースエステル、溶剤及び添加剤を混合してドープとするドープ調製工程と、
　表面に酸性の官能基を持つ多孔質の濾材に前記ドープを通過させてアルカリ土類金属イ
オンを捕捉する濾過工程と、
　走行する支持体上に濾過後のドープを流延して流延膜を形成する流延膜形成工程と、
　前記支持体から剥ぎ取った流延膜を乾燥してフィルムとする乾燥工程とを有することを
特徴とするセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記ドープ調製工程では、前記ドープの温度が前記混合時のドープの温度よりも３５℃
以内で高くなるように前記ドープを加熱することを特徴とする請求項１に記載のセルロー
スエステルフィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記濾過工程の後のドープを複数の孔を有する濾過部材で濾過することを特徴とする請
求項１又は２に記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項４】
　前記官能基はスルホン基であることを特徴とする請求項１ないし３いずれか１つに記載
のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項５】
　前記濾材は、セルロース系の濾紙であることを特徴とする請求項１ないし４いずれか１
つに記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項６】
　前記濾材は、ステンレス製であることを特徴とする請求項１ないし５いずれか１つに記
載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項７】
　前記官能基の総数のうち、前記スルホン基で置換されている割合が１０％以上９５％以
下であることを特徴とする請求項１ないし６いずれか１つに記載のセルロースエステルフ
ィルムの製造方法。
【請求項８】
　前記濾材は、表面にスルホン基を持つ濾過助剤を有することを特徴とする請求項１ない
し７いずれか１つに記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項９】
　前記濾材は、表面にカルボキシル基を持つ濾過助剤を有することを特徴とする請求項１
ないし７いずれか１つに記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項１０】
　前記濾過助剤は、珪藻土或いはセルロース系化合物からの派生物であることを特徴とす
る請求項８又は９に記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項１１】
　前記濾過助剤は、表面に持つ官能基の総数のうち、前記スルホン基或いはカルボキシル
基で置換されている割合が１０％以上９５％以下であることを特徴とする請求項８ないし
１０いずれか１つに記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【請求項１２】
　前記ドープに水酸化ナトリウム溶液、水酸化カリウム溶液のうち少なくとも１つを含有
させて、前記水素イオン指数を調整することを特徴とする請求項１ないし１１いずれか１
つに記載のセルロースエステルフィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルロースエステルフィルムの製造方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　ポリマーフィルムは、透明度が高く、軽量かつ小型・薄型化が実現できる他、取り扱い
性や成形性に優れる等の理由から偏光板の保護フィルムや、位相差フィルム、反射防止フ
ィルム等の光学フィルムとして利用されている。中でも、ポリマーとしてセルロースエス
テル、特にセルロースアシレートを使用したセルロースアシレートフィルムは、透明度が
非常に高いため、その需要が増大している。
【０００３】
　セルロースエステルフィルムは、一般的に溶液製膜方法で作られている。溶液製膜方法
とは、セルロースエステルと微粒子等の添加剤と溶剤とを含むドープを、支持体上に流延
して流延膜を形成した後、この流延膜を支持体から剥ぎ取り、乾燥してフィルムとする。
上記の支持体としては、耐久性や耐熱性に優れる等の利点からステンレス製の流延バンド
や流延ドラムが一般的に使用される。溶液製膜方法は、透明度が高く、光学特性に優れる
フィルムを得ることができるので、光学フィルムを製造するには好適である。
【０００４】
　ところで、溶液製膜方法では、連続して製膜していると、支持体の表面に汚れが発生す
る。この汚れが流延膜に転写すると、フィルムに光学ムラが生じたり、平面性が低下する
等して問題である。このため、溶液製膜方法では、定期的に支持体の表面を清掃する必要
がある。そこで、支持体の表面を清掃する方法としては、例えば、特許文献１には、有機
溶剤を浸した布等で支持体等の表面に生じた汚れを拭き取ることで、汚れによる諸問題を
解決する方法が提案されている。
【０００５】
　また、上記の汚れは、ドープに含まれる不溶解物が析出したものと考えられている。不
溶解物としては、例えば、微粒子の凝集物が挙げられる。このため、支持体上に発生する
汚れの発生を抑制するには、ドープ中の不溶解物を出来る限り低減することが好ましい。
そこで、例えば、特許文献２には、不活性な微粒子である濾過助剤を分散させたドープを
多孔質の濾材に通過させて、濾材の上に濾過助剤と不溶解物との堆積層を形成することに
より不溶解物を除去する方法が提案されている。この他に、例えば、特許文献３では、濾
過助剤として作用する酸性物質を含有させたドープを多孔質濾材で濾過することにより、
多孔質濾材の目詰まりを抑制しながら不溶解物を除去する方法が提案されている。
【特許文献１】特開２００３－００１６５４号公報
【特許文献２】特開２００４－１０７６２９号公報
【特許文献３】特開２００４－１５５１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、支持体上等に発生した汚れを拭き取る際にフィルムの製造を中断しな
ければならないので、フィルムを製造する際の生産性が低下するという問題がある。また
、支持体上に汚れが析出するのを抑制する方法であるとはいえない。一方、特許文献２、
３の方法では、濾材の孔や空隙を有する堆積層を使用するため、サイズが大きい微粒子の
凝集物等を効果的に捕捉することはできる。しかしながら、最近では、リンター綿やパル
プ綿から抽出されるセルロース等の天然素材を原料としたセルロースエステルに含まれる
Ｃａ２＋やＭｇ２＋等のアルカリ土類金属イオン、この金属イオンとドープ原料の添加剤
に起因するＣＯＯ－　等の有機酸とが反応して生成した金属塩等が不溶解物であることが
分かっているが、Ｃａ２＋やＭｇ２＋のようにサイズが小さい不溶解物を捕捉することが
困難であるため、支持体上に汚れが発生するのを抑制する有効な方法であるとは言い難い
。
【０００７】
　本発明は、天然素材から精製されるセルロースエステル、特にセルロースアシレートを
使用してフィルムを製造する場合、ドープを製造する工程においてＣａ２＋やＭｇ２＋等
のようなアルカリ土類金属を効率良くかつ効果的に捕捉して除去することで、支持体上に
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不溶解物が析出して汚れが発生するのを抑制することができるセルロースエステルフィル
ムの製造方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のセルロースエステルフィルムの製造方法は、セルロースエステル、溶剤及び添
加剤を混合してドープとするドープ調製工程と、表面に酸性の官能基を持つ多孔質の濾材
にドープを通過させてアルカリ土類金属イオンを捕捉する濾過工程と、走行する支持体上
に濾過後のドープを流延して流延膜を形成する流延膜形成工程と、支持体から剥ぎ取った
流延膜を乾燥してフィルムとする乾燥工程とを有することが好ましい。
【０００９】
　ドープ調製工程では、ドープの温度が混合時のドープの温度よりも３５℃以内で高くな
るようにドープを加熱することが好ましい。
【００１０】
　濾過工程の後のドープを複数の孔を有する濾過部材で濾過することが好ましい。官能基
はスルホン基であることが好ましい。濾材は、セルロース系の濾紙であることが好ましい
。濾材は、ステンレス製であることが好ましい。なお、官能基の総数のうち、スルホン基
で置換されている割合が１０％以上９５％以下であることが好ましい。
【００１１】
　濾材は、表面にスルホン基を持つ濾過助剤を有することが好ましい。濾材は、表面にカ
ルボキシル基を持つ濾過助剤を有することが好ましい。
【００１２】
　濾過助剤は、珪藻土或いはセルロース系化合物からの派生物であることが好ましい。ま
た、濾過助剤は、表面に持つ官能基の総数のうち、スルホン基或いはカルボキシル基で置
換されている割合が１０％以上９５％以下であることが好ましい。
【００１３】
　また、ドープに水酸化ナトリウム溶液、水酸化カリウム溶液のうち少なくとも１つを含
有させて、水素イオン指数を調整することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、ドープを製造する工程において、表面をスルホン化した多孔質のフィルタ
や、スルホン基やカルボキシル基を有する濾過助剤を使用することで、Ｃａ２＋やＭｇ２

＋等の微小なアルカリ土類金属イオンを含む不溶解物を効率良くかつ効果的に捕捉するこ
とができる。また、アルカリ性にして上記のアルカリ土類金属イオンを金属塩としたドー
プを濾過装置で濾過することにより、サイズの大きな不溶解物も効率良く捕捉することが
できる。以上により、支持体上に不溶解物が析出して汚れが発生するのを抑制することが
できるので、透明度が高く、光学特性に優れるセルロースエステルフィルムを連続的に製
造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係るセルロースエステルフィルムの製造方法について、実施形態を示しながら
説明する。ただし、ここに示す形態は本発明に係る一例であり、本発明を限定するもので
はない。また、以下の説明では、説明の便宜上、ドープ原料を混合した後の溶液を混合物
及びドープと称する。これらは、溶剤に対するセルロースエステル及び添加剤の溶解度の
違いにより分類しており、混合物と対比してドープの溶解度は高い。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態で用いるドープ製造設備１０には、ドープ原料である溶
剤を貯留する溶剤タンク１１と、予め添加剤を溶剤と混合した添加剤溶液を貯留する添加
剤タンク１２と、フィルムの主原料であるポリマーを貯留するホッパ１３と、各種ドープ
原料を混合して混合液１７を調製するための混合タンク１５と、混合液１７を加熱してド
ープ２０とする加熱装置２２と、加熱後のドープ２０の温度を調整する温調装置２３と、
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本発明を実施するための濾過器２４を有する濾過ユニット２５と、第１、第２濾過装置２
６、２７と、ドープ２０を貯留するためのストックタンク２８とが備えられている。
【００１７】
　この他にも、ドープ製造設備１０には、ドープ２０を濃縮して濃度を調整するためのフ
ラッシュ装置３１と、フラッシュ装置３１の内部で発生した揮発溶剤を回収する回収装置
３２と、回収した溶剤を再生する再生装置３３とが備えられている。なお、ストックタン
ク２８には、片端がフィルム製造設備３５に繋がっている配管３６が接続されており、こ
の配管３６を介してドープ製造設備１０とフィルム製造設備３５とが連結されている。
【００１８】
　次に、各装置の詳細について説明する。混合タンク１５には、その外面を包み込むよう
にして配されたジャケット３８と、モータ４０、４１により回転する第１攪拌機４２、第
２攪拌機４３とが取り付けられている。本実施形態では、第１攪拌機４２として、アンカ
ー翼を有するタイプを使用し、第２攪拌機４３として、ディゾルバータイプの偏芯型攪拌
機を使用する。
【００１９】
　加熱装置２２は、内部温度を制御することが可能なジャケットを有する。ここで、混合
液１７の溶解度を高める上では、内部を加圧することができる加圧機能とを備える配管を
用いることが好ましい。
【００２０】
　第１、第２濾過装置２６、２７の内部には、ドープ中の不溶解物を除去するための孔が
複数形成された多孔質の濾紙が取り付けられている。濾紙は、特に限定されるものではな
く、材質はステンレス等の金属でも良いし、セルロース系等の有機物でも良い。また、濾
紙に形成されている孔の平均孔径は、微細な不溶解物を除去して高精度の濾過を行なうた
めにも１００μｍ以下であることが好ましい。ただし、平均孔径が小さすぎると、濾過に
要する時間が長くなり濾過効率が低下するので好ましくない。一方で、平均孔径が大きす
ぎると、ドープ２０中に含まれる微細な不溶解物を捕捉することが難しい。
【００２１】
　ストックタンク２８には、その外面を包み込むように設けられたジャケット４５と、モ
ータ４７により回転し、ドープ２０を攪拌するための攪拌機４８とが取り付けられている
。混合タンク１５と同様に、ジャケット４５に温度が調整された伝熱媒体を送り、循環又
は保持することで、ストックタンク２８の内部温度を所望の範囲で調整する。
【００２２】
　なお、ドープ製造設備１０で使用する各種装置及び部材は、耐食性や耐熱性に優れる等
の利点からステンレス製の配管で接続されている。また、設備内の適当な箇所には、各種
原料や混合液１７、或いはドープ２０を適宜送液するためのポンプＰ１、Ｐ２や、バルブ
Ｖ１～Ｖ３が取り付けられている。ポンプやバルブは、必要に応じて設置すれば良く特に
限定されない。
【００２３】
　上記のドープ製造設備１０により流延用ドープを製造する方法について説明する。
【００２４】
　溶剤タンク１１及び添加剤タンク１２から、バルブＶ１、Ｖ２を開けて所定量の溶剤及
び添加剤溶液を混合タンク１５に送る。また、ホッパ１３からはポリマーとしてセルロー
スアシレートを混合タンク１５に送る。次に、第１攪拌機３９及び第２攪拌機４０を適宜
選択し回転させて、混合タンク１５中の各種ドープ原料を攪拌する。このとき、ジャケッ
ト３８に温度を調整した伝熱媒体を送液した後、これを循環させて、混合タンク１５の内
部温度を－１０～５５℃の範囲内で略一定となるように調整する。このように内部温度を
調整した混合タンク１５では、各攪拌機を適宜選択しながら回転させることにより各種ド
ープ原料を効率良くかつ効果的に攪拌して、十分に混合された混合液１７を得ることがで
きる。
【００２５】
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　混合タンク１５に各種ドープ原料を送液する順番及び添加させるタイミングは、特に限
定されるものではない。本実施形態では、ポリマー、溶剤、添加剤を同時に混合したが、
溶剤とポリマーとを混合して混合物を調製した後、この混合物に添加剤を添加し、攪拌す
ることで混合液を調製することも可能である。添加剤は、必ずしも溶剤と混合した状態の
添加剤溶液として使用する必要はなく、例えば、添加剤が常温で液体の場合には、手を加
えずに、そのままの状態で使用しても良いし、添加剤が固体の場合には、ホッパ等を用い
て添加させても良く、添加剤の形態に応じて適宜添加方法は変更することができる。
【００２６】
　ポンプＰ１を用いて混合タンク１５より混合液１７を抜き出して加熱装置２２へ送る。
加熱装置２２により加圧状態で混合液１７を加熱する。加熱時の混合液１７の温度は０～
９７℃の範囲で略一定とする。これにより、熱ダメージを受けることなく混合液１７はそ
の溶解度が高められてドープ２０となる。なお、加熱装置２２による加熱とは、混合タン
ク１５から送られてきた混合液１７の温度を上昇させることとし、混合液１７を室温以上
の温度に加熱するという意味ではない。例えば、加熱装置２２により－７℃の混合液１７
を０℃にする場合もある。
【００２７】
　本実施形態では、混合液１７中の固形分の溶解度を高める方法として加熱装置２２を用
いる加熱溶解法を採用したが、本方法に替えて、冷却装置を用いて混合液１７を冷却し、
内部の固形分を溶剤に溶解させる冷却溶解法を適用することもできる。このとき、混合液
１７は－１００～－１０℃に冷却させればよい。加熱溶解法及び冷却溶解法を、各ドープ
原料の性能や形態等に応じて適宜選択して実施することにより、混合液１７の溶解度を効
率良く制御することができる。なお、上記の方法は、どちらか一方を適用しても良いし、
同時に行なっても良い。
【００２８】
　次に、濾過ユニット２５を使用してドープ２０を濾過する。濾過ユニット２５を構成す
る濾過器２４の内部には、図２に示すように、表面に酸性の官能基であるスルホン基が導
入された多孔質の濾材２４ａが入れられている。濾材２４ａは、表面に酸性の官能基であ
るスルホン基が導入されているセルロース系の繊維からなる濾紙や、ステンレス製の多孔
質板が好ましく用いられる。例えば、スルホン基を有するセルロース系の濾紙は、東洋濾
紙製＃６３等の市販品として容易に入手することができる。濾材２４ａは、微小な不溶解
物を取り除くことができるように平均孔径が５μｍ以上８００μｍ以下であることが好ま
しく、より好ましくは、１０μｍ以上５０μｍ以下である。ただし、濾材２４ａの孔の大
きさや、設置数、設置形態等は特に限定されるものではなく、捕捉したい不溶解物の大き
さや濾過効率等を考慮しながら適宜選択すれば良い。
【００２９】
　濾材２４ａの表面に持つ官能基の総数のうちスルホン基で置換されている割合は１０％
以上９５％以下であることが好ましい。上記の官能基は、表面をスルホン化することを目
的として予め導入される水酸基等が挙げられ、この水酸基をスルホン基で置換することで
スルホン化処理が行なわれる。なお、スルホン基の導入されている割合が高い程、不溶解
物を捕捉する効果に優れるが、濾材２４ａの製造コストが高くなるので、設備コストの増
大を招くおそれがある。したがって、濾過効率や製造コスト等を考慮しながら上記範囲内
で適宜選択する。
【００３０】
　濾材２４ａには、水素イオン指数ｐＨが８以上１４以下のドープ２０を供する。ドープ
２０に対して水酸化ナトリウム溶液、水酸化カリウム溶液のうち少なくとも１つを含ませ
、各化合物の添加量を適宜調節することによりドープ２０を所定の範囲でアルカリ性にす
ることができる。ドープ２０のｐＨ値は、市販のｐＨ計で容易に測定することができる。
ドープ２０中には、微粒子の凝集物等を含む不溶解物５０の他に、アルカリ土類金属であ
るＣａ２＋やＭｇ２＋等の金属イオン５１、５２が混在している。上記の様にドープ２０
をアルカリ性とすれば、金属イオン５１、５２と添加剤等に起因するＣＯＯ－との反応が
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促進され、金属イオンよりも粗大なＣａ塩やＭｇ塩等の金属塩が不溶解物５３として生成
する。このため、後の工程で多孔質の濾材を有する第１濾過装置２６を用いて濾過すると
、不溶解物５０、５３を効率良くかつ効果的に捕捉することができるので高純度のドープ
２０を得ることができる。なお、上記の化合物を添加するタイミングは、ドープ２０を濾
材２４ａに通過させる前であれば良く、特に限定はされない。本実施形態では、混合液１
７を調製する際に、水酸化ナトリウム溶液を添加してドープ２０のｐＨを所定の範囲にな
るよう調整する。
【００３１】
　濾過効率を向上させるには、濾材２４ａに通過させるドープ２０の温度を抑えることが
有効である。具体的には、溶解度向上を目的として加熱する際の温度を、ドープ原料を混
合した時の液温よりも高い温度としながら、その差を３５℃以内に抑えることが好ましい
。本実施形態では、加熱装置２２による加熱条件を好適に調節する。なお、加熱装置２２
の下流に温度計（図示しない）を設置してドープ２０の液温を測定し、この測定値に基づ
いて加熱装置２２を調節すれば、より好適にドープ２０の温度を制御することができる。
これによりドープ２０の状態（例えば、ｐＨなど）が好適に保持されるため、アルカリ土
類金属をはじめとしてドラム汚れの原因物質を効果的に濾過で除去することができる。ド
ープ２０の溶解度を高める上で加熱は重要であるが、アルカリ土類金属を含む汚れ原因物
質を捕捉する点では、混合後、加熱しないことが好ましい。
【００３２】
　濾材２４ａの表面にはスルホン基が導入されているので、ドープ２０に残っている未反
応のＣａ２＋やＭｇ２＋等の微小な金属イオン５１、５２や、サイズの小さい不溶解物５
０は化学的な力により濾材２４ａの表面に引き付けられる。これにより、濾材２４ａの孔
を小さくすることなく、捕捉するのが困難であった金属イオン５１、５２のような微細な
不溶解物を、濾過効率を低下させることなく効果的に捕捉することが可能である。
【００３３】
　本発明では、表面にスルホン基やカルボキシル基を持つ微粒子を濾過助剤として用いた
濾材１６１を使用しても良い。濾過助剤が表面に持つ官能基の総数のうち、スルホン基或
いはカルボキシル基で置換されている割合が１０％以上９５％以下であることが好ましい
。これにより、濾過効率の低下を招くことなく高精度の濾過を実現することができる。上
記の濾過助剤は、珪藻土或いはセルロース系化合物からの派生物であることが好ましい。
珪藻土から派生した濾過助剤は、真珠石の派生物であるパーライト等の濾過助剤と比べて
、耐久性に優れる等の特徴を有している。また、セルロース系化合物から派生した濾過助
剤は、純植物繊維であること、非常に微細な繊維構造を有すること等から、人体や環境に
対する安全性に優れる等の特徴を有する。
【００３４】
　図３に示すように濾過ユニット５５は、濾過助剤を有する濾材１６１を利用した一例で
ある。濾過ユニット５５は、ドープ２０を送り込むタンク５６と、互いに同形である濾過
器５７ａ、５７ｂと、各濾過器の切り替えを行うための切替器５８と、各濾過器から送り
出されるドープ２０の流量を測定するための流量計５９と、タンク５６内のドープ２０に
濾過助剤分散液を供給するための濾過助剤供給タンク６０とが備えられている。タンク５
６は特に限定されるものではなく、本実施形態ではストックタンク２８と同じタンクを用
いる。また、濾過助剤分散液とは、予め所定の溶剤中に濾過助剤を分散させた液である。
この溶剤は、ドープ２０に対する相溶性の観点からドープ原料と同じ溶剤を用いることが
好ましい。なお、本形態は、図１のドープ製造設備１０中の濾過ユニットの構成を変更す
るだけで容易に実現することができる。また、図３においてドープ製造設備１０と同じ装
置には同符号を付し、説明は省略する。
【００３５】
　ポンプＰ５で流量を調整しながら、温調装置２３からドープ２０をタンク５６へ送り、
更に、適量の濾過助剤分散液を濾過助剤供給タンク６０からタンク５６へ送る。ポンプＰ
５の流量は流量計５９の測定値に応じて調整する。タンク５６では、モータで回転する攪
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拌機を使用してドープ２０と濾過助剤分散液とを混合することで、ドープ２０の中に濾過
助剤を均一に分散させた液を調製する。
【００３６】
　タンク５６の内部温度は、ジャケットに流入させる伝熱媒体の温度を調整して、常圧に
おけるドープ２０の（沸点－２０℃）以上沸点以下とすると、ドープ２０中に溶解してい
た空気を脱法する効果が得られるので好ましい。また、
【００３７】
　切替器５８により任意に選択した濾過器の中にタンク５６内のドープ２０を送る。本実
施形態では、濾過器５７ａを用いる場合を示す。図４に示すように、濾過器５７ａの内部
には多孔質孔の濾材１６１が入れられている。濾材１６１としては、例えば、市販されて
いる濾紙、濾布、焼結金属等が挙げられる。図４の矢印方向に流れるドープ２０のうち、
濾材１６１の孔よりも大きい濾過助剤１６２や不溶解物５０は濾材１６１の表面に堆積す
るので、サイズの異なる物質がランダムに堆積した多孔質層１６３が形成される。
【００３８】
　濾過助剤１６２の表面にはスルホン基やカルボキシル基等が導入されているので、ドー
プ２０に含まれるＣａ２＋やＭｇ２＋等の金属イオン５１、５２が濾材１６１の表面に引
き付けられる。これにより金属イオンのような微小な不溶解物を効果的に捕捉することが
できるので、この後に得られる濾液は高純度である。また、多孔質層１６３と濾材１６１
とで段階的にドープ２０を濾過するために、濾過器５７ａの濾過抵抗を上昇させずに使用
寿命を延ばすことも可能となる。濾過助剤に関しては、特開２００４－１０７６２９号公
報に記載されており、この記載も本発明に適用することができる。
【００３９】
　濾過助剤を使用する方法は特に限定されるものではなく、例えば、予め濾過助剤を堆積
させた濾材を使用する方法が挙げられる。ただし、本方法では、多孔質層の空隙率が低く
なるので、予め濾過助剤を分散させたドープを多孔質材に通過させることで堆積させる方
法が好ましい。また、濾過助剤は、不溶解物の捕捉効果を向上させるために濾材の孔より
大きく、かつこの条件の中で出来る限り微細な粒子を用いることが好ましい。好ましくは
、その平均孔径が１０μｍ以上１００μｍ以下の濾過助剤を使用する。なお、微細な濾過
助剤を用いるほど、濾過速度の遅延を招くおそれがあるので、濾過効率や濾過速度等を考
慮しながら適宜選択する。
【００４０】
　本実施形態のように、並列に配した複数の濾過器を切替器５８で適宜選択しながら作業
を行うと、例えば、どちらか一方の濾材の孔が詰まって濾過効率が低下する場合にも、他
方の濾過器に切り替えて作業を行うことで、濾過処理に係る作業効率の低下を防止するこ
とができる。なお、濾過器の設置数は特に限定されるものではなく、３機以上を並列させ
ても良い。
【００４１】
　金属イオンを除去したドープ２０を第１濾過装置２６に送る。第１濾過装置２６として
は、平均孔径が１００μｍ以下の濾紙を備えるタイプを使用する。これにより、ドープ２
０に含まれる不溶解物５０、５３を捕捉することができる。この後、ドープ２０の濃度が
所望の値を満たす場合には、ドープ２０をストックタンク２８へ送り、貯留する。ストッ
クタンク２８では、モータ４７で攪拌機４８を常時回転させて、ドープ２０の中に異物が
凝集するのを抑制しながら、流延に供するまでの間、均一な状態を保持する。
【００４２】
　ところで、上記の様に、混合液１７から所望の濃度のドープ２０を調製する方法では、
所望とするドープ２０の濃度が高いほど調製に要する時間が長くなり、製造時間や製造コ
ストの増大を引き起こす。そこで、本実施形態では、目的とする濃度よりも低濃度のドー
プ２０を調製した後、所望の濃度となるように濃縮させることで、短時間のうちに所望の
ドープ２０を調製する方法を採用し、以下に、その説明を行う。
【００４３】
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　先ず、所望の濃度よりも低濃度のドープ２０を調製する。ドープ２０の調製方法は、上
述した一連の方法を用いれば良く、ここでは説明を割愛する。そして、第１濾過装置２６
で濾過した後のドープ２０を、バルブＶ２を開けてフラッシュ装置３１に送る。フラッシ
ュ装置３１では、ドープ２０に含まれる溶剤の一部を蒸発させてドープ２０を濃縮する。
これにより、容易かつ短時間のうちに所望の濃度のドープ２０を得ることができる。
【００４４】
　フラッシュ装置３１でドープ２０を濃縮させているときに発生する溶剤ガスは、凝縮器
（図示しない）により凝縮液化し、回収装置３２で回収する。その後、再生装置３３を用
いることで、混合液１７の調製に用いることができる溶剤として再生することができる。
この再生溶剤をドープの調製に用いると、原料コストの削減を行なうことができる。濃縮
したドープ２０は、ポンプＰ２によりフラッシュ装置３１から抜き出してから、第２濾過
装置２７を用いて濾過する。第２濾過装置２７では、効率良くかつ効果的にドープ２０中
の不溶解物を除去するために、ドープ２０の温度を０～２００℃とすることが好ましい。
そして、不溶解物を除去したドープ２０は、ストックタンク２８へ送り、流延に供するま
での間、ここで攪拌しながら貯留する。
【００４５】
　なお、第１、第２濾過装置２６、２７によりドープ２０を濾過する際には、濾過流量を
５０Ｌ／時以上とすることが好ましい。これにより、各濾過装置に過度の負担をかけるこ
となく、ドープ２０中の不溶解物を効率良くかつ効果的に除去することができる。
【００４６】
　フラッシュ装置３１を用いる場合には、濃縮後のドープ２０の中に濃縮時に発生した気
泡が多く含まれていることが懸念される。このようなドープ２０を流延に供すると、気泡
を含有する流延膜が形成されるためドープ２０中の気泡は流延前に出来る限り除去するこ
とが好ましい。そこで、フラッシュ装置３１から抜き出した後のドープ２０に、泡抜き処
理を施すと、容易かつ効果的に気泡を除去することができる。ただし、泡抜き処理の方法
は、特に限定されるものではなく、周知の方法を適用することができる。なお、本実施形
態では、抜き出した直後のドープ２０に超音波を照射することで泡抜き処理を行う。
【００４７】
　金属イオンを除去する方法としては、ドープに接するように配された電極体を使用し、
この電極体に電圧を印加して電界強度を持たせる方法も好適に用いることができる。電極
体は、金属製のメッシュフィルタを使用することが好ましい。このような電極体にドープ
を通過させると、電界強度を持つ電極体で金属イオンを捕捉して除去することができる。
【００４８】
　次に、上記のドープ２０を用いてフィルムを製造する方法について、実施形態の一例を
示しながら具体的に説明する。
【００４９】
　図５に示すように、本実施形態で用いるフィルム製造設備３５には、走行する支持体上
に流延膜６２を形成するための流延室６３と、支持体から剥ぎ取った流延膜６２を搬送す
る間に乾燥させるための渡り部６５と、テンタ６７と、フィルム６８の両側端部を切除す
るための耳切装置６９と、フィルム６８の乾燥を十分に促進させるための乾燥室７０と、
フィルム６８を冷却するための冷却室７２と、フィルム６８の帯電圧を調整するための強
制除電装置７４と、フィルム６８にナーリングを付与するためのナーリング付与ローラ７
６と、フィルム６８をロール状に巻き取るための巻取室７７等が備えられている。なお、
配管を介して接続されるドープ製造設備１０とフィルム製造設備３５との間には、ストッ
クタンク２８から送り出すドープ２０の流量を調整するためのポンプＰ３と、流延前にド
ープ２０を濾過するための濾過装置７８とが取り付けられている。
【００５０】
　流延室６３には、流延前のドープ２０を送り込むフィードブロック８０が備えられてい
る。このフィードブロック８０の内部にはドープ２０の流路が形成されている。この流路
の配置を調整することで、所望の構造の流延膜６２を形成することができる。本実施形態
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では、単層の流延膜６２を形成するため、フィードブロック８０の内部には１本の流路が
形成されているが、例えば、複数種のドープを使用して、基層と、この基層の両面に外層
とを有する複層構造の流延膜を形成する場合には、内部に所望の配置となるよう形成され
た３本の流路を有するフィードブロックを使用すれば良い。
【００５１】
　また、ドープ２０の吐出口を有する流延ダイ８１と、支持体である流延ドラム８２と、
流延ドラム８２の表面温度を調整するために使用する冷媒を供給するための冷媒供給装置
８３と、支持体から剥ぎ取る際に流延膜６２を支持するための剥取ローラ８４と、流延室
６３の内部に浮遊する溶剤ガスを凝縮液化するための凝縮器（コンデンサ）８５と、液化
した溶剤を回収するための回収装置８６と、流延室６３の内部温度を調整するための温調
装置８７とが備えられている。
【００５２】
　流延ダイ８１には、流延ダイ８１の吐出口近傍を減圧するための減圧チャンバ８９が取
り付けられている。なお、この減圧チャンバ８９は、その内部温度を所定の範囲で保持す
ることができるジャケット（図示しない）を備えている形態を使用し、ドープの流延時に
は内部温度を略一定となるように調整することが好ましい。流延ドラム８２には、連続回
転を可能とする駆動装置（図示しない）が取り付けられている。そして、流延膜６２を形
成する際には、この駆動装置により回転数を制御しながら、流延ドラム８２を連続回転さ
せる。また、流延ドラム８２の内部には、冷却溶媒（冷媒）の流路（図示しない）が形成
されており、この流路の中に冷媒供給装置８３から冷媒を供給して循環又は通過させるこ
とで、その表面温度を所望の範囲で冷却する。
【００５３】
　渡り部６５には、流延膜６２を支持し、搬送するための複数のパスローラ６５ａと、流
延膜６２を乾燥するために、温度を調整した乾燥風を供給する乾燥装置６５ｂとが備えら
れている。
【００５４】
　テンタ６７は、流延膜６２の搬送路に沿った両側に、複数のピンを有するピンプレート
が取り付けられた１対のチェーン（図示しない）と、乾燥風を供給するための乾燥装置（
図示しない）とが備えられており、流延膜６２の両側端部をピンで突き刺し固定した後、
テンタ６７内を搬送する間に、乾燥風を吹き付けて流延膜６２を乾燥させる。
【００５５】
　耳切装置６９には、切断したフィルム６８の両側端部をチップとして粉砕するためのク
ラッシャ９０が接続されている。また、乾燥室７０の内部には、フィルム６８を巻き掛け
て搬送するための複数のローラ９３と、乾燥室７０の内部に浮遊する溶剤ガスを吸着回収
するための吸着回収装置９４と、乾燥室７０の内部温度を調整するための温度調整装置９
５とが備えられている。そして、巻取室７７には、プレスローラ９７でフィルム６８に押
し圧を加えながらフィルム６８を巻き取るための巻取ローラ９８が備えられている。
【００５６】
　次に、上記のフィルム製造設備３５を用いてフィルムを製造する流れを具体的に説明す
る。
【００５７】
　先ず、ドープ製造設備１０で調製したドープ２０を、ポンプＰ３を用いて濾過装置７８
に送って濾過した後、フィードブロック８０を介して流延ダイ８１へと送る。そして、表
面が所定の温度範囲内に冷却され、常時回転している流延ドラム８２の上に、流延ダイ８
１の吐出口からドープ２０を流延する。このとき、流延ドラム８２の表面温度は、その内
部に形成された流路の中に冷媒供給装置８４から所定の温度に調整した冷媒を送り込み、
循環又は通過させることで、－４０℃以上３０℃以下とされる。
【００５８】
　表面が冷却されている流延ドラム８２の上に到達したドープ２０は冷却されて、ゲル状
の流延膜６２となる。ここで、流延ドラム８２の表面温度とドープ２０の温度との差を小
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さくすると、ドープ２０を短時間のうちに効率良くかつ効果的に冷却させることができる
。そのため、流延時のドープ２０の温度は－１０～５５℃の範囲内とすることが好ましい
。また、流延室６３の内部温度は、温調装置８７により常時－１０～５７℃の範囲で略一
定に調整することが好ましい。なお、本実施形態では、内部に冷媒を流して表面温度を－
５℃に調整した流延ドラム８２の上に３５℃のドープを流延して流延膜６２を形成する。
【００５９】
　ドープ２０の流延量は、所望とする流延膜６２の厚み等を考慮しながら適宜選択すれば
良いが、短時間のうちに製膜することができること、また、透明度が高く、所望の光学特
性を確保したフィルム６８を製膜することを目的として、フィルム６８の膜厚が２０～１
５０μｍとなるように調整することが好ましい。より好ましくは、フィルム６８の膜厚が
２５～１００μｍ程度となるようにすることである。
【００６０】
　平面性に優れる流延膜６２を形成するために、流延ドラム８２の速度変動は３％以下と
することが好ましく、流延ダイ８１の直下での流延ドラム８２の上下方向の位置変動が５
００μｍ以下となるように調整することが好ましい。また、ドープを流延している間は、
減圧チャンバ８９により流延中のドープの後方を（大気圧－２０００Ｐａ）以上（大気圧
－１０Ｐａ）以下で減圧することが好ましい。これにより、流延中のドープに凹凸が生じ
る原因となる同伴風の流れを低減し、かつ流延中のドープを適度に後方へと引っ張ること
で、波うち等を抑制しながらドープを流延することができるため、平面性に優れる流延膜
６２を形成することができる。なお、減圧チャンバ８９は、内部温度を調整することがで
きる温度調整機能を有するものが好ましく、ドープの流延時には、その内部温度を常時略
一定となるように調整することが好ましい。減圧チャンバ８９の内部温度は特に限定され
るものではないが、ドープ中に含まれる溶剤の凝縮点以上であることが好ましい。
【００６１】
　流延ドラム８２上の流延膜６２は、時間の経過によりいっそう冷却されるためゲル化が
進行する。その結果、剥ぎ取り可能な程度の自己支持性を持つようになる。また、本実施
形態では、流延膜６２を形成している間、流延膜６２から蒸発して流延室６３の内部に浮
遊する溶剤を凝縮機３５で凝縮液化させた後、回収装置３６により回収する。これにより
、浮遊する溶剤が流延膜６２の表面に付着して、その平面性が低下するのを防ぐことがで
きる。なお、回収装置３６には再生装置（図示しない）を接続させて、回収した溶剤を再
生する。この再生溶剤をドープの調製用として使用すると、原料コストの低減を図ること
ができる。
【００６２】
　自己支持性を持った流延膜６２を剥取ローラ８４で支持しながら搬送方向に引張ること
で、流延バンド８２より剥ぎ取る。次に、剥ぎ取った流延膜６２を渡り部６５に送り、複
数のパスローラ６５ａで支持しながら搬送する。渡り部６５では、渡り部６５の出口付近
に配されるパスローラ６５ａの回転速度を渡り部６５の入口付近に配されるパスローラ６
５ａよりも速くすることが好ましい。この場合、流延膜６２の搬送方向に張力が付与され
るので、流延膜６２を搬送方向に対して容易に延伸することが可能となる。また、渡り部
６５では、乾燥装置６５ｂから所望の温度に調整した乾燥風を供給する。これにより、乾
燥ムラを発生させることなく流延膜６２を均一に乾燥することができる。なお、乾燥風の
温度は特に限定されるものではなく、２０℃以上２５０℃以下の範囲で略一定とすること
が好ましい。ただし、使用するポリマーや添加剤等の種類や製造速度等を考慮しながら上
記の範囲で適宜決定すれば良い。
【００６３】
　乾燥を促進させた流延膜６２をテンタ６７に送る。テンタ６７では、その入口付近の所
定の位置で流延膜６２の両側端部をピンで突き刺し、固定した後、レールに従って走行す
るチェーンの動きに応じて流延膜６２を搬送する。この間、図示しない乾燥装置から乾燥
風が供給され流延膜６２の乾燥が進められる。流延膜６２を構成するポリマーや添加剤等
に熱ダメージを与えずに流延膜６２を乾燥する上で、上記の乾燥風の温度は１２０℃以上
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１８０℃以下とすることが好ましい。
【００６４】
　フィルム６８を耳切装置６９へ送り、その両側端部を切断する。これによりピンによる
傷等を除去することができるので平面性に優れるフィルム６８を得ることができる。また
、フィルム６８の両側端部を切除する処理は省略することもできるが、テンタを使用した
後から製品とするまでのいずれかの工程で行うことが好ましい。なお、切除する回数や設
置個数等も特に限定されるものではなく、製造条件等に応じて適宜選択すれば良い。
【００６５】
　次に、フィルム６８を乾燥室７０に送る。乾燥室７０は、温度調整装置９５で内部温度
を調整する。このため、複数のローラ９３でフィルム６８を巻き掛けながら搬送する間に
、その乾燥を十分に促進させることができる。なお、乾燥室７０の内部温度は特に限定さ
れるものではないが、フィルム６８を構成するポリマーに熱ダメージを与えずに、かつ溶
剤を効果的に蒸発させることを目的として、フィルム６８の膜面温度が６０℃以上１４５
℃以下となるように調整することが好ましい。膜面温度は、フィルム６８の搬送路近傍で
あり、その中央付近に温度計を設けて測定することで把握することができる。
【００６６】
　本実施形態では、乾燥室７０に吸着回収装置９４を接続して、乾燥時にフィルム６８か
ら蒸発する溶剤ガスを回収する。この回収した溶剤ガスは、溶剤成分を除去してから再度
、乾燥室７０に乾燥風として供給すると、製造コストの削減に繋がるエネルギーコストの
低減を図ることができる。また、耳切装置６９と乾燥室７０との間に予備乾燥室（図示し
ない）を設けてフィルム６８を予備乾燥すると、乾燥室７０においてフィルム６８の膜面
温度が急激に上昇して形状変化が発生するのを抑制することができるので好ましい。
【００６７】
　十分に乾燥したフィルム６８を冷却室７２に送る。冷却室７２では、最終的に略室温と
なるようにフィルム６８を徐々に冷却する。これにより、急激な温度変化によりしわやつ
れ等が発生するのを抑制しながらフィルム６８を略室温とすることができる。なお、フィ
ルム６８を冷却する方法は、自然冷却でも良いし、冷却室７２に温度調整装置を取り付け
て冷却しても良く、特に限定されるものではない。なお、乾燥室７０と冷却室７２との間
に調湿室（図示しない）を設けて、フィルム６８を調湿した後に冷却室７２へ送ると、フ
ィルム６８の表面にしわ等が生じている場合には、しわを効果的に伸ばして矯正すること
ができるので好ましい。
【００６８】
　略室温としたフィルム６８を強制除電装置７４に送る。これにより、フィルム６８の帯
電圧を所定の範囲（例えば、－３～＋３ｋＶ）とすることができる。なお、本実施形態で
は、１台の強制除電装置７４を冷却室７２の下流側に設置しているが、設置数及び設置箇
所は特に限定されるものではない。また、フィルム６８の両側端部には、ナーリング付与
ローラ７６を用いてエンボス加工を施し、ナーリングを付与する。
【００６９】
　最後に、フィルム６８を巻取室７７に送る。そして、プレスローラ９７で巻き取り時の
張力を調整しながらフィルム６８を巻取ローラ９８に巻き取る。巻取り時には、巻取開始
時から終了時までの間で徐々に張力を変化させることが好ましい。また、巻き取られるフ
ィルム６８の長さは、搬送方向に少なくとも１００ｍ以上とすることが好ましく、幅方向
が１４００～１８００ｍｍであることが好ましい。ただし、本発明は、１８００ｍｍより
大きい場合にも効果を得ることができる。更に、完成したフィルム６８の厚みは、２０～
５００μｍであることが好ましい。より好ましくは、厚みが３０～３００μｍであり、特
に好ましくは、３５～２００μｍである。なお、完成したフィルム６８の膜厚が１５～１
００μｍであるような薄いフィルムを製造する際にも、本発明は効果を発揮する。
【００７０】
　流延膜６２やフィルム６８の乾燥具合は、その残留溶剤量を目安として把握することが
できる。残留溶剤量は、残留溶剤量を測定したい対象物をサンプルとし、このサンプルの
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重量をｘ、サンプルを完全に乾燥した後の重量をｙとするとき、｛（ｘ－ｙ）／ｙ｝×１
００で算出される乾量基準での値とする。なお、複数の溶剤を同時に使用する場合には、
それらの溶剤の総和から残留溶剤量を算出する。
【００７１】
　なお、流延ダイ８１は、その形状や材質、大きさ等は特に限定されるものではないが、
流延するドープの幅を略均一に保持するために、コートハンガー型のものを用いることが
好ましい。その幅は、安全に所望の幅を有する流延膜を形成することを目的として、最終
製品となるフィルム６８の幅に対して、１．１～２．０倍程度のものを用いることが好ま
しい。更に、その材質は、耐久性、耐熱性、耐腐食性等の観点から、析出硬化型のステン
レス鋼を用いることが好ましい。更には、ジクロロメタンやメタノール、水の混合用液に
３ヶ月浸漬させても気液界面にピッティング（孔開き）が生じない耐腐食性を有するもの
が好ましい。ただし、耐腐食性の観点から、電解質水溶液での強制腐食試験でＳＵＳ３１
６製と略同等の耐腐食性を有するものも好適に用いることができる。また、熱ダメージを
抑制するために、熱膨張率が２×１０－５（℃－１）以下である素材を用いることが好ま
しく、平面性に優れる流延膜を形成するために、流延ダイ８１の表面は研磨されて凹凸が
低減されているものを用いることが好ましい。
【００７２】
　また、流延ダイ８１におけるドープの吐出口の先端には、耐摩耗性の向上等を目的とし
て、硬化膜が形成されていることが好ましい。硬化膜の形成方法は、特に限定されるもの
ではないが、例えば、セラミックスコーティングやハードクロムめっき、窒化処理等が挙
げられる。ここで、硬化膜としてセラミックスを用いる場合には、研削加工が可能である
こと、気孔率が低いこと、更には、脆性及び耐腐食性に優れること、流延ダイ８１に対し
て密着度は高いが、一方でドープに対しては密着度が低いこと等の条件を満たすものが好
ましい。具体的には、タングステン・カーバイド（ＷＣ）やＡｌ２　Ｏ３　、ＴｉＮ、Ｃ
ｒ２　Ｏ３　等が挙げられるが、中でも、ＷＣを用いることが好ましい。なお、ＷＣのコ
ーティングは公知の溶射法により行うことができる。
【００７３】
　吐出口の端に溶剤供給装置（図示しない）を取り付けて、流延するドープ２０を可溶化
させる溶剤を流延ビードの両端部や吐出口と外気との両気液界面に供給することが好まし
い。これにより、吐出口から吐出されるドープ２０が、局所的に乾燥して固化するのを防
止することができるので、安定した流延ビードを形成することができるため、流延膜６２
に発生する凹凸を低減することができる。また、ドープ２０の固化物が異物として流延ビ
ードや流延膜６２に含有するおそれも解消することができるため、透明度の高いフィルム
６８を得ることができる。なお、上記の溶剤としては、ドープ２０を溶解することができ
る組成の化合物であれば良く、特に限定されるものではないが、例えば、ジクロロメタン
を８６．５重量部と、メタノールを１３重量部と、ｎ－ブタノールを０．５重量部とを混
合した混合物が挙げられる。そして、上記のような混合物を供給する際には、脈動率が５
％以下のポンプを用いて、その供給量が吐出口の端部の片側ごとに０．１～１．０ｍＬ／
分の範囲となるように供給することが好ましい。
【００７４】
　本実施形態では、支持体として流延ドラムを使用する形態を示したが、特に限定される
ものではなく、例えば、１対の駆動ローラに巻き掛けられ無端で走行する流延バンド等を
用いることもできる。本発明は、支持体の幅や材質等に関して特に限定されるものではな
いが、過不足なく安定した流延膜を形成させるために、支持体の幅はドープの流延幅に対
して１．１～２．０倍程度が好ましく、その材質は、耐腐食性等の観点からステンレス製
であることが好ましく、十分な耐腐食性と強度とを有するＳＵＳ３１６製であることがよ
り好ましい。更に、平面性に優れる流延膜を形成させるために、できる限り表面が研磨さ
れたものが好ましい。
【００７５】
　なお、テンタ６７は、固定手段としてクリップを備えるクリップ型テンタを使用するこ
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ともできる。ただし、本実施形態のようにドープ２０を冷却ゲル化して形成した流延膜６
２は、比較的に残留溶剤量が多く不安定であるため、クリップ型テンタを用いると、流延
膜６２の両側端部をクリップで挟持することが難しい。その点、ピン型テンタを用いると
、流延膜６２の両側端部をピンで突き刺すことで固定することができるので、安定して搬
送することができる。また、延伸させる方向に係らず流延膜６２に張力を付与している間
は、乾燥温度の違いによって延伸の程度に差が生じるのを防止するために、乾燥温度を略
一定とすることが好ましい。
【００７６】
　次に、本発明に係る各種ドープ原料について、具体的に説明する。
【００７７】
　本発明のドープは、セルロースエステルと、溶剤と、添加剤とを混合したものである。
セルロースエステルとしては、例えば、セルローストリアセテート、セルロースアセテー
トプロピオネート、セルロースアシレートブチレート等のセルロースの低級脂肪酸エステ
ルを挙げることができる。中でも、セルロースアシレートを用いることが好ましく、特に
、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）を使用することが好ましい。これにより、透明度の
高いセルロースエステルフィルムを得ることができる。また、本実施形態では、トリアセ
チルセルロース（ＴＡＣ）を用いる。なお、ＴＡＣを用いる場合には、ＴＡＣの９０重量
％以上が０．１～４ｍｍの粒子であることが好ましい。
【００７８】
　セルロースアシレートとしては、より透明度の高いフィルムを得るためにも、セルロー
スの水酸基へのアシル基の置換度が下記式(ａ)～(ｃ)の全てを満足するものが好ましい。
ただし、下記式中のＡ及びＢは、セルロースの水酸基中の水素原子に対するアシル基の置
換度を表わす。なお、Ａはアセチル基の置換度であり、Ｂは炭素数が３～２２のアシル基
の置換度である。
（ａ）　２．５≦Ａ＋Ｂ≦３．０
（ｂ）　０≦Ａ≦３．０
（ｃ）　０≦Ｂ≦２．９
【００７９】
　セルロースを構成するβ－１，４結合しているグルコース単位は、２位、３位及び６位
に遊離の水酸基を有している。セルロースアシレートは、これらの水酸基の一部又は全部
を炭素数が２以上のアシル基によりエステル化した重合体（ポリマー）である。アシル置
換度は、２位、３位及び６位それぞれについて、セルロースの水酸基がエステル化してい
る割合を意味する。なお、１００％のエステル化の場合を置換度１とする。
【００８０】
　全アシル化置換度、すなわち、ＤＳ２＋ＤＳ３＋ＤＳ６の値は、２．００～３．００が
好ましく、より好ましくは２．２２～２．９０であり、特に好ましくは２．４０～２．８
８である。また、ＤＳ６／（ＤＳ２＋ＤＳ３＋ＤＳ６）の値は、０．２８以上が好ましく
、より好ましくは０．３０以上であり、特に好ましくは０．３１～０．３４である。ここ
で、ＤＳ２は、グルコース単位における２位の水酸基の水素がアシル基によって置換され
ている割合であり、ＤＳ３は、グルコース単位における３位の水酸基の水素がアシル基に
よって置換されている割合であり、ＤＳ６は、グルコース単位において、６位の水酸基の
水素がアシル基によって置換されている割合である。
【００８１】
　セルロースアシレートに用いられるアシル基は１種類だけでも良いし、２種類以上のア
シル基が使用されていても良い。なお、２種類以上のアシル基を用いるときには、その１
つがアセチル基であることが好ましい。２位、３位及び６位の水酸基がアセチル基により
置換されている度合いの総和をＤＳＡとし、２位、３位及び６位の水酸基がアセチル基以
外のアシル基によって置換されている度合いの総和をＤＳＢとすると、ＤＳＡ＋ＤＳＢの
値は、２．２２～２．９０であることが好ましく、特に好ましくは２．４０～２．８８で
ある。
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【００８２】
　また、ＤＳＢは０．３０以上であることが好ましく、特に好ましくは０．７以上である
。更に、ＤＳＢは、その２０％以上が６位水酸基の置換基であることが好ましく、より好
ましくは２５％以上であり、３０％以上がさらに好ましく、３３％以上であることが特に
好ましい。更に、セルロースアシレートの６位におけるＤＳＡ＋ＤＳＢの値が０．７５以
上であり、さらに好ましくは、０．８０以上であり、特には０．８５以上であるセルロー
スアシレートも好ましい。このようなセルロースアシレートを用いると、非常に溶解性に
優れたドープを調製することができる。なお、上記のようなセルロースアシレートを用い
る場合には、非塩素系溶剤を使用すると、非常に優れた溶解性を有し、低粘度であり、か
つ濾過性に優れるドープを調製することができる。
【００８３】
　セルロースアシレートの原料であるセルロースは、リンター綿、パルプ綿のどちらから
得られたものでも良いが、リンター綿から得られたものが好ましい。
【００８４】
　本発明におけるセルロースアシレートの炭素数が２以上のアシル基としては、脂肪族基
でもアリール基でも良く、特に限定はされない。例えば、セルロースのアルキルカルボニ
ルエステル、アルケニルカルボニルエステル、芳香族カルボニルエステル、芳香族アルキ
ルカルボニルエステル等が挙げられる。更に、それぞれが置換された基を有していても良
い。これらの好ましい例としては、プロピオニル基、ブタノイル基、ペンタノイル基、ヘ
キサノイル基、オクタノイル基、デカノイル基、ドデカノイル基、トリデカノイル基、テ
トラデカノイル基、ヘキサデカノイル基、オクタデカノイル基、ｉｓｏ－ブタノイル基、
ｔ－ブタノイル基、シクロヘキサンカルボニル基、オレオイル基、ベンゾイル基、ナフチ
ルカルボニル基、シンナモイル基等が挙げられる。中でも、プロピオニル基、ブタノイル
基、ドデカノイル基、オクタデカノイル基、ｔ－ブタノイル基、オレオイル基、ベンゾイ
ル基、ナフチルカルボニル基、シンナモイル基等がより好ましく、特に好ましくは、プロ
ピオニル基、ブタノイル基である。
【００８５】
　本発明で使用することができるセルロースアシレートの詳細については、特開２００５
－１０４１４８号公報の［０１４０］段落から［０１９５］段落に記載されており、これ
らの記載も本発明に適用することができる。
【００８６】
　ドープ原料のうち溶剤としては、使用するセルロースエステルを溶解することができる
有機化合物を用いることが好ましい。なお、本発明においてドープとは、セルロースエス
テルを溶剤に溶解又は分散させた混合物を意味するため、セルロースエステルとの溶解性
が低い溶剤も使用することができる。好適に用いることができる溶剤としては、例えば、
ベンゼンやトルエン等の芳香族炭化水素、ジクロロメタンやクロロホルム、クロロベンゼ
ン等のハロゲン化炭化水素、メタノールやエタノール、ｎ－プロパノール、ｎ－ブタノー
ル、ジエチレングリコール等のアルコール、アセトンやメチルエチルケトン等のケトン、
酢酸メチルや酢酸エチル、酢酸プロピル等のエステル、テトラヒドロフランやメチルセロ
ソルブ等のエーテル等が挙げられる。これらの中から２種類以上の溶剤を選択し、混合し
た混合溶剤を使用しても良い。
【００８７】
　上記の溶剤の中でも、疎水性の溶剤を使用することが好ましい。疎水性溶剤としてはジ
クロロメタンがもっとも好ましい。また、上記のハロゲン化炭化水素としては、炭素原子
数１～７のものが好ましく用いられる。更に、セルロースエステルとの相溶性や、支持体
から剥ぎ取る流延膜の剥ぎ取る易さの指標である剥ぎ取り性、フィルムの機械強度、光学
特性等の観点から、ジクロロメタンに炭素数が１～５のアルコールを１種ないしは、数種
類混合させたものを用いることが好ましい。アルコールの含有量は、溶剤全体に対して２
～２５重量％が好ましく、５～２０重量％がより好ましい。アルコールの具体例としては
、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール等が
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挙げられ、中でも、メタノール、エタノール、ｎ－ブタノール、或いはこれらの混合物を
用いることが好ましい。
【００８８】
　最近、環境に対する影響を最小限に抑えるため、ジクロロメタンを使用しない溶剤組成
も提案されている。この目的に対しては、炭素数が４～１２のエーテル、炭素数が３～１
２のケトン、炭素数が３～１２のエステルが好ましく、これらを適宜混合して用いること
が好ましい。これらの化合物は環状構造を有していても良いし、エーテル、ケトン及びエ
ステルの官能基、すなわち、－Ｏ－、－ＣＯ－、及び－ＣＯＯ－のいずれかを２つ以上有
する化合物も溶剤として用いることができる。その他にも、溶剤は、アルコール性水酸基
のような他の官能基を有していても良い。なお、２種類以上の官能基を有する場合には、
その炭素数がいずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であれば良く、特に限定はさ
れない。
【００８９】
　ドープには、目的に応じて可塑剤、紫外線吸収剤（ＵＶ剤）、劣化防止剤、滑り剤、剥
離促進剤等の公知である各種添加剤を添加させても良い。例えば、上記のうち可塑剤とし
ては、トリフェニルフィスフェート、ビフェニルジフェニルフォスフェート等のリン酸エ
ステル系可塑剤や、ジエチルフタレート等のフタル酸エステル系可塑剤、及びポリエステ
ルポリウレタンエラストマー等の公知の各種可塑剤を用いることができる。
【００９０】
　また、ドープには、フィルム同士の接着を防止したり、屈折率を調整したりする目的で
微粒子を添加させることが好ましい。この微粒子としては、二酸化ケイ素誘導体を用いる
ことが好ましい。本発明における二酸化ケイ素誘導体とは、二酸化ケイ素や、三次元の網
状構造を有するシリコーン樹脂も含まれる。このような二酸化ケイ素誘導体は、その表面
がアルキル化処理されたものを使用することが好ましい。アルキル化処理のような疎水化
処理が施されている微粒子は、溶剤に対する分散性に優れるため、微粒子同士が凝集する
ことなくドープを調製し、更には、フィルムを製造することができるので、面状欠陥が少
なく、透明度の高いフィルムを製造することが可能となる。
【００９１】
　上記の様に、表面にアルキル化処理された微粒子としては、例えば、表面にオクチル基
が導入された二酸化ケイ素誘導体として市販されているアエロジルＲ８０５（日本アエロ
ジル（株）製）等を使用することができる。なお、微粒子を添加させる効果を確保しつつ
、透明度の高いフィルムを得るためにも、ドープの固形分に対する微粒子の含有量は０．
２％以下となるようにすることが好ましい。更に、微粒子が光の通過を阻害させないよう
に、その平均粒径は１．０μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは０．３～１．
０μｍであり、特に好ましくは、０．４～０．８μｍである。
【００９２】
　先に説明した通り、本発明では、透明度の高いセルロースエステルフィルムを得るため
にもセルロースエステルとしてＴＡＣを利用してドープを調製することが好ましい。この
場合、溶剤や添加剤等を混合した後のドープの全量に対して、ＴＡＣを含有する割合が５
～４０重量％であることが好ましい。より好ましくは、ＴＡＣを含有する割合が１５～３
０重量％であり、特に好ましくは１７～２５重量％である。また、添加剤（主に可塑剤）
を含有させる割合は、ドープ中に含まれるセルロースエステルやその他添加剤等を含めた
固形分全体に対して、１～２０重量％とすることが好ましい。
【００９３】
　溶剤、可塑剤、紫外線吸収剤、劣化防止剤、滑り剤、剥離促進剤、光学異方性コントロ
ール剤、レタデーション制御剤、染料、剥離剤等の各種添加剤及び微粒子については、特
開２００５－１０４１４８号公報の［０１９６］段落から［０５１６］段落に詳細に記載
されており、これらの記載も本発明に適用することができる。また、ＴＡＣを利用したド
ープの製造方法、例えば、素材、原料、添加剤の溶解方法及び添加方法、濾過方法、脱泡
等についても同様に、特開２００５－１０４１４８号公報の［０５１７］段落から［０６
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１６］段落に詳細に記載されており、これらの記載も本発明に適用することができる。
【００９４】
　前述したように、本発明は、１種類のドープを用いて単層のフィルムを製造する場合に
も、基層と、基層の両面に接するように配される外層とを有する複層構造のフィルムを製
造する場合にも、適用することができ、優れた効果を得ることができる。なお、複数のド
ープを共に流延する共流延の方法は、特に限定されるものではなく、所望の複層構造とな
るように流路が形成されたフィードブロックや流延ダイを用いて、所望数のドープを同時
に流延させても良いし、使用するドープと同数の流延ダイを用意し、これらのうち、支持
体に接するドープを流延するための流延ダイを上流に配し、続けて、基層用ダイ、最下流
側に他方の表層用ダイを配列させて、各ドープを支持体上に逐次に流延させても良い。ま
た、上記の流延方法を組み合わせて使用しても良い。
【００９５】
　流延ダイ、減圧室、支持体等の構造、共流延、剥離法、延伸、各工程の乾燥条件、ハン
ドリング方法、カール、平面性矯正後の巻取方法から、溶剤回収方法、フィルム回収方法
まで、特開２００５－１０４１４８号公報の［０６１７］段落から［０８８９］段落に詳
しく記述されており、これらの記載も本発明に適用することができる。
【００９６】
　完成したフィルムの性能や、カールの度合い、厚み、及びこれらの測定法は、特開２０
０５－１０４１４８号公報の［１０７３］段落から［１０８７］段落に記載されており、
これらの記載も本発明に適用することができる。
【００９７】
　完成したフィルムを光学フィルムとして利用する場合、少なくとも一方の面を表面処理
すると、その他の光学部材と貼り合せる際の接着性を向上させることができるため好まし
い。表面処理としては、例えば、真空グロー放電処理、大気圧プラズマ放電処理、紫外線
照射処理、コロナ放電処理、火炎処理、酸処理、アルカリ処理等が挙げられ、これらの中
から少なくとも１つの処理を行うことが好ましい。
【００９８】
　また、本発明で得られるフィルムをベースとして、その両面或いは一方の面に所望の機
能性層を設けると、機能性フィルムとして用いることができる。機能性層としては、例え
ば、帯電防止層、硬化樹脂層、反射防止層、易接着層、防眩層、光学補償層等が挙げられ
、これらのうち、少なくとも１層を設けることが好ましい。例えば、反射防止層を設ける
と、液晶表示装置等の画像反射防止効果を得ることができる機能性フィルムの反射防止フ
ィルムを得ることができる。上記の機能性層は、界面活性剤や滑り剤、マット剤、帯電防
止剤等の添加剤のうち少なくとも１種を含んでいることが好ましく、その場合の含有量は
、０．１～１０００ｍｇ／ｍ２　であることが好ましい。なお、フィルムに各種機能を付
与するための機能性層や形成方法等は、特開２００５－１０４１４８号公報の［０８９０
］段落から［１０７２］段落に詳細に記載されており、これらの記載も本発明に適用する
ことができる。
【００９９】
　本発明により得られるフィルムは、透明度やレタデーション値が高く、湿度依存性が低
い。そのため、特に、偏光板の位相差フィルムとして好適に用いることができるが、偏光
板の表面を保護するための保護フィルムとしても利用することができる。本発明のセルロ
ースエステルフィルムの具体的用途に関しては、特開２００５－１０４１４８号公報にお
いて、例えば、［１０８８］段落から［１２６５］段落には、液晶表示装置として、ＴＮ
型、ＳＴＮ型、ＶＡ型、ＯＣＢ型、反射型、その他の例が詳しく記載されており、この記
載も本発明に適用させることができる。
【０１００】
　以下、本発明について行なった実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明する。
ただし、本発明はこれらの実施例及び比較例に限定されるものではない。
【実施例１】
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【０１０１】
　下記の各種ドープ原料を混合してドープ２０を調製した。
〔ドープ原料〕
セルローストリアセテート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部
ジクロロメタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０重量部
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３重量部
１－ブタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３重量部
可塑剤Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．６重量部
可塑剤Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８重量部
ＵＶ剤ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７重量部
ＵＶ剤ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３重量部
クエン酸エステル混合物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００６重量部
微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量部
【０１０２】
　上記のセルローストリアセテートは、置換度２．８４、粘度平均重合度３０６、含水率
０．２重量％、ジクロロメタン溶液中の６重量％の粘度　３１５ｍＰａ・ｓ、平均粒子径
１．５ｍｍ、標準偏差０．５ｍｍの粉体であり、可塑剤Ａは、トリフェニルフォスフェー
トであり、可塑剤Ｂは、ジフェニルフォスフェートであり、ＵＶ剤ａは、２（２′－ヒド
ロキシ－３′，５′－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾールであり、ＵＶ
剤ｂは、２（２′－ヒドロキシ－３′，５′－ジ－ｔｅｒｔ－アミルフェニル）－５－ク
ロルベンゾトリアゾールであり、クエン酸エステル化合物はクエン酸とモノエチルエステ
ルとジエチルエステルとトリエチルエステルとの混合物であり、微粒子は平均粒径が１５
ｎｍ、モース硬度が約７の二酸化ケイ素である。また、ドープ２０の調製時には、レタデ
ーション制御剤（Ｎ－Ｎ－ジ－ｍ－トルイル－Ｎ－Ｐ－メトキシフェニル－１，３，５－
トリアジン－２，４，６－トリアミン）をフィルムとしたときの全重量に対して４．０重
量％となるように添加した。
【０１０３】
〔ドープの製造〕
　ドープ製造設備１０により上記のドープ原料からドープ２０を調製した。最初に、溶剤
タンク１１及び添加剤タンク１２から、バルブＶ１、Ｖ２をそれぞれ開けて、適量の溶剤
及び添加剤溶液を混合タンク１５へ送った。溶剤タンク１１中の溶剤は、予め、上記の各
溶剤を混合したものに水酸化ナトリウム水溶液を添加して、調製するドープのｐＨが８と
なるようにｐＨ調節されている。また、混合タンク１５の中にホッパ１３から適量のセル
ロースアシレートを送った。混合タンク１５において、第１攪拌機４０及び第２攪拌機４
１を適宜選択し回転させて各種ドープ原料を攪拌し、混合液１７を調製した。このとき、
混合タンク１５は、ジャケット３８に温度を調整した伝熱媒体を送った後、循環させるこ
とで３５℃に保持した。また、混合タンク１５からポンプＰ１により混合液１７を抜き出
した後、加熱装置２２によりドープ２０を７０℃に加熱した。この後、温調装置２３によ
りドープ２０を略室温とした。
【０１０４】
　次に、濾過器２４を使用してドープ２０を濾過した。濾過器２４は、図２に示すように
、表面に存在する官能基のうちスルホン基で置換されている割合が７０％であるセルロー
ス系の多孔質濾紙を濾材２４ａとして使用した。
【０１０５】
　金属イオンを除去したドープ２０を、平均孔径が１００μｍ以下の濾紙を備える第１濾
過装置２６により濾過した。バルブＶ２を開けて、ドープ２０をフラッシュ装置３１に送
った後、ドープ２０に含まれる溶剤の一部を蒸発させて濃縮した。これにより、短時間の
うちに所望の濃度のドープ２０を得た。濃縮したドープ２０は、ポンプＰ２によりフラッ
シュ装置３１から抜き出してから、第２濾過装置２７を用いて濾過した後、ドープ２０を
ストックタンク２８へ送って、流延に供するまでの間、攪拌しながら貯留した。
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【０１０６】
〔フィルムの製造〕
　フィルム製造設備３５によりフィルムを製造した。先ず、ドープ製造設備１０から、ポ
ンプＰ３により流量を調整しながら適量のドープ２０をフィードブロック８０、流延ダイ
８１へと続けて送った。流延ダイ８１は、幅が１．８ｍのスリットからなる吐出口と内部
温度を調整するためのジャケット（図示しない）とを有する形態を用いて、流延するドー
プ２０の温度が３６℃となるように内部温度をした。また、フィードブロック８０や、ド
ープ２０の流路である配管等は、温度調整機能を有する装置を用いることにより、その内
部温度を全て３６℃に保温した。
【０１０７】
　連続して回転し、表面が－５℃に冷却された流延ドラム８２の上に向かって、上記の吐
出口からドープ２０を吐出した。ドープ２０の吐出量は、乾燥後のフィルム６８の厚みが
８０μｍとなるようにした。流延ドラム８２は、駆動装置（図示しない）により回転数を
制御することができるＳＵＳ３１６製のドラムを用いて、流延ダイ８１の吐出口の直下に
設置した。また、製膜時には、流延ドラム８２の回転速度を１００ｍ／ｍｉｎ．とし、温
調装置８７により流延室６３の内部温度を常時３５℃とした。そして、流延ドラム８２の
表面でドープ２０を冷却ゲル化することでゲル状の流延膜６２を形成した。自己支持性を
持つまで流延膜６２のゲル化が進行した後、剥取ローラ８４で支持しながら流延膜６２に
対して、その搬送方向に張力を付与し流延ドラム８２から剥ぎ取った。
【０１０８】
　流延膜６２を渡り部６５に送り、複数のパスローラ６５ａで支持しながら搬送する間に
、乾燥装置６５ｂから４０℃に調整した乾燥風を送り出して流延膜６２を乾燥した。次に
、流延膜６２をテンタ６７に送る。テンタ６７の入口付近で、流延膜６２の両側端部をピ
ンで突き刺し固定した後、搬送する間に、乾燥装置（図示しない）から乾燥風を送り、残
留溶剤量が１重量％になるまで流延膜６２を乾燥した。
【０１０９】
　テンタ６７の出口から３０秒以内にＮＴ型カッタを備える耳切装置６９を設けて、フィ
ルム６８をその両側端部から内側に向かって５０ｍｍｍの位置で切断した。なお、切断し
たフィルム６８の両側端部は、カッターブロワ（図示しない）によりクラッシャ９０に送
り、平均８０ｍｍ２　程度のチップに粉砕した。
【０１１０】
　本実施例では、耳切装置６９と乾燥室７０との間に予備乾燥室（図示しない）を設け、
１００℃の乾燥風を供給し、乾燥室７０で高温乾燥する前のフィルム６８を予備加熱する
ことで、急激な温度上昇に伴いフィルム６８に変形が生じるのを抑制した。次に、フィル
ム６８を乾燥室７０へ送り、複数のローラ９３に巻き掛け搬送する間に、フィルム６８を
約１０分間乾燥した。乾燥室７０では、温度調整装置９５から温度を調整した乾燥風を供
給して、フィルム６８の膜面温度が１４０±４０℃となるようにした。なお、膜面温度は
、フィルム６８の搬送路の真上でありその表面の近傍に設けた温度計を用いて測定した。
また、乾燥室７０では、活性炭からなる吸着剤と乾燥窒素からなる脱着剤とを有する吸着
回収装置９４を用いて、その内部に浮遊する溶剤ガスを回収し、更に、溶剤ガスに含まれ
る水分量が０．３重量％以下になるまで水分を除去した。
【０１１１】
　乾燥室７０と冷却室７２との間に調湿室（図示しない）を設けて、フィルム６８に対し
て、温度５０℃、露点２０℃の空気を給気した後、フィルム６８に対して直接、９０℃、
湿度７０％の空気をあてて調湿することで、フィルム６８に発生しているカール等の矯正
を行った。次に、フィルム６８を冷却室７２に送り、３０℃以下になるまで徐々に冷却し
た後、強制除電装置７４でフィルム６８の帯電圧を常時－３～＋３ｋＶとし、更に、ナー
リング付与ローラ７６でフィルム６８の両側端部にナーリングの付与を行い平面の凹凸等
を矯正した。なお、ナーリングの付与時には、フィルム６８にナーリングを付与する幅を
１０ｍｍとし、凹凸の高さがフィルム６８の平均厚みよりも平均して１２μｍ高くなるよ
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うにナーリング付与ローラによる押し圧を調整しながら、フィルム６８の片側からエンボ
ス加工を行った。
【０１１２】
　最後に、巻取室７７の内部に設置されている巻取ローラ９８（φ１６９ｍｍ）を用いて
フィルム６８を巻き取った。このとき、フィルム６８の巻き始めの張力を３００Ｎ／ｍと
し、巻き終わりを２００Ｎ／ｍとし、プレスローラ９７によりフィルム６８に対して５０
Ｎ／ｍの押し圧を付与しながら巻き取った。以上により完成したフィルム６８は、膜厚が
８０μｍであった。なお、全製膜工程を通じて、流延膜６２やフィルム６８の平均乾燥速
度を２０重量％／分とした。
【０１１３】
　製膜開始から１００時間経過したときの流延ドラム８２の表面の反射度を下記の方法に
より算出して、本発明の効果を評価した。
【０１１４】
〔支持体の反射度〕
　図６に示すように、流延ドラム８２の表面近傍に、流延膜６２を剥ぎ取った後の流延ド
ラム８２の表面にハロゲン光を照射する光源１３０と、流延ドラム８２の表面からの反射
光強度を測定するイメージセンサ１３１（竹中電子製　ＩＭＳ５１２）とを設けて、入射
角θ１＝２０°としたときの反射角θ２における製膜開始前の反射光強度Ｘ０　、製膜開
始から１００時間経過後の反射光強度、Ｘ１００　をそれぞれ測定した。そして、各測定
値を下記式（１）に代入して製膜開始から１００時間経過後での流延ドラム８２の反射度
を求め、この値の代表から流延ドラム８２の汚れの発生度を評価した。この反射度が１０
０に近いほど、流延ドラム８２の表面には不溶解物の析出による汚れが発生していないこ
とを意味し、その一方で、反射度が６０％未満から０に近づくほど、流延ドラム８２の表
面に不溶解物の析出により発生した汚れの量が多いことを意味する。
支持体の反射度（％）＝Ｘ１００　／Ｘ０×１００・・・・（１）
【０１１５】
　実施例１では、製膜開始から１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度は９０％であ
り、長時間、連続してフィルムを製造したにも係らず汚れの発生を十分に抑制することが
できた。
【実施例２】
【０１１６】
　実施例２では、表面に存在する総官能基のうちスルホン基で置換されている割合が５０
％の濾材２４ａを使用し、溶剤タンク１１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水
酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤のｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフ
ィルムを製造した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出したとこ
ろ８５％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィルムを製造する
ことができた。
【実施例３】
【０１１７】
　実施例３では、表面に存在する総官能基のうちスルホン基で置換されている割合が１０
％の濾材２４ａを使用し、溶剤タンク１１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水
酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤のｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフ
ィルムを製造した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出したとこ
ろ８０％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィルムを製造する
ことができた。
【実施例４】
【０１１８】
　実施例４では、表面に存在する総官能基のうちスルホン基で置換されている割合が１０
％のステンレス製の多孔質金属板を濾材２４ａとして使用し、溶剤タンク１１中にて、ド
ープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤のｐＨを調節し
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た以外は全て実施例１と同様にフィルムを製造した。そして、１００時間経過後の流延ド
ラム８２の反射度を算出したところ７５％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時
間、連続してフィルムを製造することができた。
【実施例５】
【０１１９】
　実施例５では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク１
１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤の
ｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては、
珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちスルホン基で置換した割合が１０％の
珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度
を算出したところ７５％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィ
ルムを製造することができた。
【実施例６】
【０１２０】
　実施例６では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク１
１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤の
ｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては、
珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちスルホン基で置換した割合が５０％の
珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度
を算出したところ８０％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィ
ルムを製造することができた。
【実施例７】
【０１２１】
　実施例７では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク１
１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤の
ｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては、
珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちスルホン基で置換した割合が７０％の
珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度
を算出したところ８５％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィ
ルムを製造することができた。
【実施例８】
【０１２２】
　実施例８では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク１
１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤の
ｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては、
珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちカルボキシル基で置換した割合が１０
％の珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反
射度を算出したところ６５％であり、汚れの発生を抑制しながら長時間、連続してフィル
ムを製造することができた。
【実施例９】
【０１２３】
　実施例９では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク１
１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤の
ｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては、
珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちカルボキシル基で置換した割合が５０
％の珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反
射度を算出したところ７０％であり、汚れの発生を抑制しながら長時間、連続してフィル
ムを製造することができた。
【実施例１０】
【０１２４】
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　実施例１０では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク
１１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤
のｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては
、珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちカルボキシル基で置換した割合が７
０％の珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の
反射度を算出したところ７５％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続し
てフィルムを製造することができた。
【実施例１１】
【０１２５】
　実施例１１では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク
１１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤
のｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。濾過助剤としては
、セルロース系化合物からの派生物であり、表面の総官能基のうちスルホン基で置換した
割合が５０％のセルロース系ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流
延ドラム８２の反射度を算出したところ８１％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら
長時間、連続してフィルムを製造することができた。
【実施例１２】
【０１２６】
　実施例１２では、図３に示す濾過ユニット５５を設けて濾過助剤を使用し、溶剤タンク
１１中にて、ドープ２０のｐＨが５となるように水酸化ナトリウム水溶液を使用して溶剤
のｐＨを調節した以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。また、濾過助剤と
しては、珪藻土からの派生物であり、表面の総官能基のうちカルボキシル基で置換した割
合が５０％の珪藻土ケーク濾過助剤を使用した。そして、１００時間経過後の流延ドラム
８２の反射度を算出したところ７３％であり、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、
連続してフィルムを製造することができた。
【実施例１３】
【０１２７】
　実施例１３では、流延ドラム８２の表面における汚れの発生が十分に抑制できていた実
施例１の条件のうち、ドープのｐＨを調製する溶液として水酸化ナトリウム水溶液の代替
に水酸化カリウム水溶液を使用した以外は、全て実施例１と同様にしてフィルムを製造し
た。その結果、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出したところ９０％であ
り、汚れの発生を十分に抑制しながら長時間、連続してフィルムを製造することができた
。
【実施例１４】
【０１２８】
　実施例１４では、実施例１の条件のうち、加熱装置２２においてドープ２０を３５℃の
まま加熱せずにフィルムを製造した以外は全て実施例１と同様にした。その結果、１００
時間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出したところ９４％であり、汚れの発生を抑制
しながら長時間、連続してフィルムを製造することができた。
【０１２９】
〔比較例１〕
　比較例１では、スルホン化されていないセルロース系の濾紙（アドバンテック東洋製）
を濾材２４ａとして使用し、ｐＨが７のドープ２０を濾材２４ａに送り込む以外は、全て
実施例１と同様にフィルムを製造した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反
射度を算出したところ５０％であり、流延ドラム８２の表面への汚れの発生を抑制するこ
とができなかった。
【０１３０】
〔比較例２〕
　比較例２では、スルホン化されていないセルロース系の濾紙（アドバンテック東洋製）
を濾材２４ａとして使用し、ｐＨが５のドープ２０を濾材２４ａに送り込む以外は、全て
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射度を算出したところ７０％であり、流延ドラム８２の表面への汚れの発生を抑制するこ
とができた。
【０１３１】
〔比較例３〕
　比較例３では、スルホン化されていない珪藻土からの派生物である珪藻土ケーク濾過助
剤を使用し、ｐＨが５のドープ２０を濾材２４ａに送り込む以外は、全て実施例１と同様
にフィルムを製造した。そして、１００時間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出した
ところ５５％であり、流延ドラム８２の表面における汚れの発生を抑制することができな
かった。
【０１３２】
〔比較例４〕
　比較例４では、表面に存在する総官能基のうちスルホン基で置換されている割合が５０
％の濾材２４ａを使用し、また、水酸化ナトリウム水溶液の添加量を調節してドープ２０
のｐＨを５とした以外は、全て実施例１と同様にフィルムを製造した。そして、１００時
間経過後の流延ドラム８２の反射度を算出したところ５６％であり、流延ドラムの表面に
おける汚れの発生を抑制することができなかった。
【０１３３】
　各評価の結果から、天然資源を原料とするセルロースアシレート等を使用してフィルム
を製造する場合に、本発明のように表面にスルホン基等の酸性を示す官能基を有する多孔
質板や濾過助剤を濾材として使用し、この濾材に水素イオン指数であるｐＨを８以上１４
以下としたドープを通過させると、金属イオンや金属塩等をはじめとするドープ中のあら
ゆる大きさの不溶解物を効率良くかつ効果的に捕捉することができるので、不溶解物が除
去されたドープを得ることができる。そして、このようなドープを流延に供すると、長時
間、連続して製膜を行う場合でも、支持体上に不溶解物が析出して汚れが発生するのが抑
制されるので、高生産性を維持しながら優れた光学特性を有するフィルムを製造すること
ができることを確認した。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明に係わるドープ製造設備の概略図である。
【図２】本発明に係る濾材を用いて行なわれるドープの濾過の説明図である。
【図３】本発明に係るドープの濾過を行なうドープ製造設備の別形態の概略図である。
【図４】本発明に係る濾材を用いて行われるドープの濾過の一例の説明図である。
【図５】本実施形態で用いるフィルム製造設備の概略図である。
【図６】流延ドラム表面における反射度の測定に係る説明図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０　　ドープ製造設備
　２０　　ドープ
　２４　　濾過器
　２４ａ　濾材
　２５、５５　　濾過ユニット
　３２　　流延ドラム
　１６１　濾材
　１６２　濾過助剤
　１６３　多孔質層
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